
 

 
 

 

 

 

当会からの発送： 令和 6 年 1 月 18 日（木）より順次発送 

 

用紙を早めに欲しい方は、下記の会場にて配布します。 

用紙の引き換えには、「決算申告相談会案内ハガキ」（12/1 発送）が必要です。 

 

      ○12 月 25 日(月)より開催の「年末調整相談会」（P2 参照） 

      ○1 月 11 日(木)開催の「決算説明会」（P3 参照） 

 

 

次の方には用紙のお届けはございません。 

○前年、青色申告会を経由せずに税務署へ提出された方（税務署より郵送されます） 

○会計ソフトをご利用の方（イータックスまたは白紙に印刷するので用紙は必要ございません） 
 

 
 

 

 

 

 

当会は会員登録のない方の、決算書・確定申告書の相談やお預かりはできません 
 

ご家族名義の決算書・確定申告書の作成・提出をご希望の場合は、家族会員の事前登録をお願いします。 

また、正会員様の決算申告相談会ご予約の際に、「家族会員分あり」とお申し出ください。 
 

 

 

 

 

事前登録方法     会員氏名・家族会員氏名・家族会員の申告種類（不動産共有名義・還付申告）をご連絡ください。 

下記期限内に登録された家族会員様には、当会より決算書等の用紙をお届けします。 
 

申 込 先： 新潟市青色申告会 ☏025-224-9752 ✉aoirokai@poppy.ocn.ne.jp 

登録期限： 令和 5 年 12 月 27 日(水)まで 

会  費： 2,000 円（相談会利用時にお支払いください） 
 

 

 

おねがい 
 

※事前登録なしでの決算申告相談会利用も可能です。（決算書等の必要な用紙はご自身でご準備ください） 

※家族会員（2,000 円）での利用は、不動産・事業の共有名義（折半等の単純計算）や還付申告の方のみとなります。 

 （ご夫婦で事業を営まれている方は、それぞれ正会員登録（会費 10,000 円）が必要です） 
 

 あおいろスクエア 

令和 5 年 12 月号    

2023.11.27 発行 

相談会開催日以外での記帳相談は有料です。ご来所の際はご予約ください。 
 

〠951-8067 新潟市中央区本町通 8-1318 白勢第一ビルディング 4 階 

TEL.025-224-9752 FAX.025-224-6176 

✉  aoirokai@poppy.ocn.ne.jp 

https://www.bluereturna.com/    一般社団法人 新潟市青色申告会 

1   令和 5 年分 決算書等の用紙について 

2   家族会員ご登録のお願い 年額 2,000 円｜申込必要 
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年末調整の手続きが必要な事業所 手続き・納付期限 
 

専従者・従業員（パート・アルバイト含む）のいる 
すべての事業所 
所得税がかからないように支給している場合も 
手続きが必要 

  

 納期特例の届出をされている方：1 月 22 日(月)まで 

 以外の方：1 月 10 日(水)まで 

 

開催日 受付時間 会場 

令和 5年 

12 月 25 日 
月 13：30～15：00 

ユニゾンプラザ 4 階 小研修室③ 

中央区上所 2-2-2 

12 月 26 日 火 13：30～15：00 
東区プラザ 2 階 講座室① 

東区下木戸 1-4-1 東区役所内 

12 月 27 日 水 13：30～15：00 
坂井輪地区公民館 4 階 講座室① 

西区寺尾上 3-1-1 

令和 6年 

1 月 5 日 
金 

※10：00～11：00 中央公民館 5 階 交流ホール② 

中央区礎町通 3-2086 クロスパルにいがた内 13：30～15：00 

1 月 9 日 火 
※10：00～11：00 東区プラザ 2 階 講座室① 

東区下木戸 1-4-1 東区役所内 13：30～15：00 

※午前の受付時間にご注意ください！ 

10 時～11 時の 1 時間となり、混雑が予想されます。混雑状況により、11 時前でも受付を締め切る場合が 

ございます。午後からの再来場をお願いする場合がございますので予めご了承ください。 

 

  持ちもの        ひとつでも書類が不足すると、手続きはできません！ 
 

□ 11 月中に税務署より郵送された封筒一式（納付書が同封されています。必ず必要です！） 

□「令和 5 年分 所得税源泉徴収簿」（納期特例で使用したもの） 

□「令和 5 年分 扶養控除申告書」と「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」 

（無い場合、給与受給者の住所・生年月日、扶養親族の氏名・生年月日・令和 5 年中の収入金額をメモしてきてください） 

□ 納付書控え（納期特例で使用したもの） 

□ 「令和 5 年分 保険料控除申告書」と各種保険料控除証明書（国民健康保険（納付額のメモで OK）、国民年金・基金、 

小規模企業共済、生命保険料、地震保険料、住宅ローン控除 等） 

□ マイナンバー（事業主・給与受給者・扶養親族の方のもの、メモで OK） 

□ 給与台帳や給与明細の控え 

□ 会員証、筆記用具 

□ 決算申告相談会の案内ハガキ（12/1 に発送します・決算書用紙を引き換えされる方のみ） 

 

  用紙が足りないとき 
 

所得税源泉徴収簿 
年末調整個別相談会(上記）、または 

税務署窓口、青色申告会事務所にて差し上げます 
扶養控除、保険料控除申告書 等 

支払報告書（源泉徴収票）・総括表 

納 付 書 税務署窓口にて発行してもらいます 
  

 

3   年末調整個別相談会 参加費無料｜予約なし 
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令和 5 年分の決算と確定申告の説明会を下記のとおり開催します。 

○ 変更点の説明します 

○ 決算書をお渡しします（手書きで決算書を作成される方） 

○ 決算申告相談会の先行予約ができます（説明会終了後に予約をお取りします） 

 

※個別相談会ではございません。決算申告の個別相談会はハガキにてご案内します（12/1 発送）。 

日 時 令和 6 年 1 月 11 日（木） 午後 2 時～3 時 30 分（受付 1 時 30 分より） 

会 場 中央公民館 4 階 映像ホール（中央区礎町通 3-2086 クロスパルにいがた内） 

参加費 200 円（テキスト代） 

持ち物 筆記用具、決算申告相談会案内ハガキ（決算書の引き換えをされる方） 

申 込 新潟市青色申告会 ☏025-224-9752 ✉aoirokai@poppy.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 日（火） 

29 日（金） 

 
 

12 月の不在日 

 

11 日（木） 

12 日（金） 

23 日（火） 
 

1 月の不在日 

          事務所不在中は下記へお問い合わせください 
 

〇税金に関すること 

新潟税務署 ☏025-229-2151（平日 9 時～17 時） 

〇ブルーリターン A に関すること 

㈱ゼンアオイロ ☏03-3294-2306（平日 9 時～17 時） 

〇小規模企業共済に関すること 

中小企業基盤整備機構 ☏050-5541-7171（平日 9 時～19 時） 

 

12 月～3 月は相談会開催のため、事務所内の職員配置が少なくなります。 

事務所へお越しの際は必ず事前にお電話にて確認の上、ご来所ください。 
 

 

 

12 月・1 月・2 月・3 月の無料相談会はございません。 

記帳相談をご希望の方は、「年末調整個別相談会」（2 ページ参照）をご利用ください。 

 

 

新潟陸運局指定 民間車検工場 

各種自動車の修理・販売のご用は 

㈱上松モータース 

新潟市北区松浜新町 2-11 

TEL   025（259）2447 

FAX   025（259）2174 

内山篤 税理士事務所 
 税 理 士 

 行政書士 

内 山  篤 

 

〒950-0075新潟市中央区沼垂東 5-14-7 

TEL 025（243）2251 

FAX 025（243）0617 

印章・ゴム印 

関 本 印 房 

 

新潟市中央区沼垂東 1 丁目 7 番 11 号 

TEL 025-243-2327 

FAX 025-243-0332 

http://www.hancowa.jp/smt.html 

4       決算説明会 あおいろ 

スクール 参加費 200 円｜申込必要 

 

ホームページに掲載 
5   事務所不在日のお知らせ 

最新情報は 
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インボイス登録事業者になられた方は、令和 5 年分の消費税申告書作成が必要です 
  

令和 3 年（基準期間）課税売上高が 1000 万円未満でも、課税事業者となり消費税申告書の作成が 

必要です。 

 今まで、消費税申告をされたことのない方は、消費税計算ができるよう帳簿の記載にご注意ください。 

 

 

「一般課税」を選択された方は、記帳・集計に注意が必要です 
  

以前より消費税申告をされていた方も、「一般課税」の場合は記帳のルールが変わります。 
 

（記載例） 

  

 

  

 

 

 
 

 

2 割特例を適用できる方 
  

基準期間（2 年前）の課税売上高が 1000 万円未満の方 
  

※令和 5 年分の 2 割特例適用は、令和 3 年分課税売上高が 1000 万円未満 

 

「一般課税」「簡易課税」のどちらを選択している場合も、事前の届出なしに、2 割特例の適用を受けることが 

できます。 

 

 

まだ 1 度も消費税の説明会に参加されたことのない方は、決算説明会（3 ページ）へご参加ください。 

月 日 摘要 入金 出金 残高 

11 5 消耗品費 白色商店 包装資材 (10％) ×  11,000 △△△ 

 10 仕入 桃色商店 野菜 (軽 8％)  23,000 △△△ 

 

税務・会計・相続・事業承継 

成年後見サポートセンター 

Art 税理士法人 

     ～ まちを、ひとを、未来をアートする 

   ひらめきとこだわりが、未来をつくる ～ 
 

税理士 

行政書士・FP 
渡邉 信子 税理士 仲谷 正美 

 

〒950-0916 新潟市中央区米山５番７号 

tel 025-242-3201 fax 025-242-3202 

http://art-taxoffice.tkcnf.com 

リユースきもの・帯 

販売・買取・引取・悉皆・着付 

何でもご相談ください！！ 
 

リユースきもの たんす屋 新潟店 
 

〒951-8067新潟市中央区本町通六番町 1109 

TEL/FAX 025-226-7062 

AM10：00～PM18：30 

http://tansuya.jp/ 

次回の 

『あおいろスクエア 

新年号 』 
 

1 月初旬頃のお届けです 

6   消費税申告が必要な方へ 

この部分が大事！ 

● 税率の記載➡ 10%・軽 8%・非課税・不課税 

● インボイス番号のある業者かどうか➡ 番号なしの場合に印をつける   

※記載例では×を使用、番号ありの場合は印の記載必要なし 
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